
１１．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

  提供するサービスの第三者評価の実施状況 （ 実施無し ） 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

   この度、居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づき、重

要事項を説明しました。 

 

 

   事業所 

         住 所  周南市湯野４２０３番地の６ 

         名 称  居宅介護支援センター湯野温泉 

         氏 名  東川 由美子 

    

   私は本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けた

ことを確認し、情報提供に関する事項に同意します。 

 

利用者   住 所 

 

        氏 名                

 

 

代理人   住 所 

 

        氏 名                

 

        続 柄（     ） 

 

  家 族   住 所 

 

        氏 名                

 

        続 柄（     ） 

 

居宅介護支援重要事項説明書 

 

１．運営方針 

 ① 利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう総

合的かつ効率的にサービスの提供を行います。 

 ② 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、十分な情報提供

の説明を行うとともに、公正な援助を行います。 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 名        
 医療法人 治徳会 

  居宅介護支援センター湯野温泉 

所 在 地        
 周南市湯野４２０３－６ 

（サービス付き高齢者向け住宅 湯野温泉 内） 

管 理 者         東川 由美子 

Ｔ Ｅ Ｌ        

Ｆ Ａ Ｘ        

 ０８３４－８２－１００１ 

 ０８３４－８２－１００２ 

事 業 所 番 号         ３５７１５００４１６ 

事業の実施地域 
 周南市…旧徳山市、旧新南陽市 

 防府市…牟礼、富海 

 

３．事業所の職員体制 

職種 人数 勤務形態 業務内容 

管理者 

 

介護支援専門員 

１名 常勤兼務 
事業所の管理、運営 

居宅介護支援業務 

主任介護支援専門員 1名 
非常勤・兼務

勤務 
居宅介護支援業務 

 

４．営業日及び営業時間 



月～金曜日  ＡＭ８：５０ ～ ＰＭ ５：００ 

土曜  ＡＭ８：５０ ～ ＰＭ１２：００ 

＊祝日、振替休日、夏期休暇８／１４～８／１６ 

年末休暇１２／２９～１／３ 

５．サービス提供の流れと主な内容 

 （１）契約の締結 

    当事業所に直接来られるか、お電話でお申し込みください。担当者が重要事

項等の説明にお伺いいたします。そこで利用者に納得していただいた上で、契

約を交わさせていただきます。 

 （２）居宅サービス計画の作成 

    利用者や家族の希望を伺い、解決すべき課題等を把握し、提供されるサービ

スの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居

宅サービス計画の原案を作成します。 

 （３）経過観察・連絡調整と再評価 

    利用者や家族と毎月連絡を取り、利用者の状態やサービスの利用状況につい

て把握します。同時にサービス事業者より実施状況を把握し、必要な連絡調整

を行います。状態の変化や利用者の希望に応じて、居宅サービス計画の変更や

要介護認定の再申請のお手伝いをいたします。 

 （４）要介護認定の協力、援助 

    利用者が要介護認定の変更や、見直し認定を受けるために申請を代わって行

い、必要な支援を行います。 

 （５）サービス事業者の選定や推薦にあたっては、利用者やご家族の希望をお聞き

し特定の事業者に偏ることなく、公正中立の立場で行います。当事業所のケア

プランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の

利用状況は別紙のとおりです。複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求め

ることが可能で、居宅サービス等計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等

の選定理由の説明を求めることが出来ます。 

 

６．利用料金 

 （１）居宅介護支援の利用料金 

    要介護状態と認定を受けられた方は、全額介護保険より給付がありますので

利用者自己負担はありません。但し、保険料の滞納等により、保険給付が事業

者に支払われない場合は、実費負担とさせていただきます。 

  

７．秘密の保持及び個人情報の提供に関する同意 

 （１）事業所に従事する者は個人情報保護法に従い、業務を行う上で知り得た利用

者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、理由なく第三者に漏ら

しません。但し、次の各号についての情報提供については、利用者及び家族の

同意を得た上で、その個人情報を使用できるものとします。 

  ① 介護保険サービスを利用するための市町村、他の介護保険事業者等へ情報提

供、あるいは適切な在宅療法のための医療機関等への療養情報の提供等。 

② サービス担当者会議といった情報交換の場においての情報提供。 

 

８．事故発生時の対応について 

 （１）サービス提供中に事故が発生した場合の連絡等の対応を以下のようにします。 

  ① 利用者の安全を確保した後、すみやかに利用者の家族、身元引受人等関係者

に連絡を行い、必要に応じ医師等への事故発生時の状況報告を行う。 

  ② 保険者等への事故発生状況報告を行う。 

  ③ 介護支援専門員、事業管理者、利用者及び家族等関係者と共に事故再発の防

止及び事故後の処理に向けた協議を行う。 

 

９．損害賠償 

   事故発生について、当施設に故意過失がある場合、その損害を賠償します。 

   （当事業所は全老健共済会に加入しております） 

 

１０．サービス内容に関する相談・苦情窓口 

 （１）サービス内容に関する相談・苦情関するお問い合わせは下記のとおりです。 

苦 情 相 談 窓 口          
 周南市湯野４２０３－６ 

 「居宅介護支援センター湯野温泉」 

苦情相談受付担当者  東川 由美子 

電 話 番 号           ０８３４－８２－１００１ 

 （２）それ以外にも下記の相談窓口があります。 

周南市高齢者支援課 
所 在 地    ：周南市岐山通１－１ 

Ｔ Ｅ Ｌ    ：０８３４－２２－８４６７ 
利用時間：平日８時３０分～１７時１５分まで 

防府市高齢福祉課 

所 在 地    ：防府市寿町７－１ 

Ｔ Ｅ Ｌ    ：０８３５－２５－２９７９ 

利用時間：平日 ８時１５分～１７時まで 

国民健康保険団体組合連合会 

介護保険課 苦情相談係 

所 在 地    ：山口市朝田１９８０－７ 

Ｔ Ｅ Ｌ    ：０８３－９９５－１０１０ 

利用時間：平日 ９時～１７時まで 

 


